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平成３０年度４月改定関係Ｑ＆Ａ 

【問８７】 新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられるが、何 

     時の時点から減算を適用するか。 

 

【答８７】 施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの３ヶ月の間に、指針   

     等を整備する必要があるため、それ以降の減算になる。 


